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産業部門（製造業）- 製造品出荷額等
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第３章 二酸化炭素排出量の現況推計 

１ 二酸化炭素排出量の概況 

2013 年度から 2022 年度までの吉富町の二酸化炭素排出量は、減少傾向で推移しています。

2022 年度における二酸化炭素排出量（約 523 百 t-CO2）は、基準年度の 2013 年度と比べて約

37％減少しています（図 1、表 1）。 

二酸化炭素排出量を部門別にみると、産業部門（製造業）による排出が最も多く、次いで自

動車部門、家庭部門となっています。 

2022 年度の排出量をみると、産業部門（製造業）の排出量は 2013 年度から約 46％減少して

おり、国の産業部門の 2030 年度目標（2013 年度比で-38％）を上回る水準で削減が進んでい

ます。 

 

 
※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

図 1 部門別の二酸化炭素排出量の推移 
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表 1 部門別の二酸化炭素排出量（2013 年度、2022 年度） 

部門 区分 
二酸化炭素排出量（百 t-CO2） 2013 年度から

の増減率 2013 年度（割合） 2022 年度（割合） 

産業部門 534.1 （64.0%） 290.1 （55.4%） -45.7％ 

 

製造業 517.1 （61.9%） 281.0 （53.7%） -45.7％ 

建設業・鉱業 8.5 （ 1.0%） 4.9 （ 0.9%） -42.4％ 

農林水産業 8.6 （ 1.0%） 4.2 （ 0.8%） -51.2％ 

業務その他部門 74.0 （ 8.9%） 55.0 （10.5%） -25.7％ 

家庭部門 92.9 （11.1%） 63.9 （12.2%） -31.2％ 

運輸部門 126.3 （15.1%） 108.8 （20.8%） -13.9％ 

 
自動車 123.3 （14.8%） 106.9 （20.4%） -13.3％ 

鉄道 3.0 （ 0.4%） 1.9 （ 0.4%） -36.7％ 

廃棄物部門 7.4 （ 0.9%） 5.5 （ 1.1%） -25.7％ 

合計 834.8 （100.0％） 523.3 （100.0％） -37.3% 

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 
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２ 二酸化炭素排出量の部門別割合 

吉富町の 2022 年度の二酸化炭素排出量を部門別にみると、産業部門が 55％を占めており、次

いで運輸部門が 21％、家庭部門が 12％となっています（図 2）。 

全国の部門別割合と比較すると、吉富町は産業部門の割合が高くなっています（図 33）。 

 

   

図 2 【吉富町】二酸化炭素排出量の部門別割合（2022 年度） 

 

  
※全国の割合のうち、吉富町に関連しない「エネルギー転換部門」、「工業プロセス部門」、

「その他」は除いています。 

図 3 【全国】二酸化炭素排出量の部門別割合（2022 年度）  

吉富町 

全国 
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 エネルギー消費量 

エネルギー消費量を部門別にみると、産業部門（製造業）による消費量が最も多く、次いで自

動車部門、業務その他部門の消費量が多くなっています（図 4、表）。 

経年変化をみると、いずれの部門においてもエネルギー消費量は減少傾向にありますが、カー

ボンニュートラルの実現に向けてはさらなる削減が必要です。 

 
※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

図 4 部門別のエネルギー消費量の推移 

表 4 部門別のエネルギー消費量（2013 年度、2022 年度） 

部門 区分 
エネルギー消費量（TJ） 2013 年度か

らの増減率 2013 年度（割合） 2022 年度（割合） 

産業部門 673.6 （ 68.2％） 389.9 （ 58.9％） -42.1％ 

 

製造業 652.5 （ 66.1％） 377.8 （ 57.0％） -42.1％ 

建設業・鉱業 9.8 （  1.0％） 6.4 （  1.0％） -34.7％ 

農林水産業 11.3 （  1.1％） 5.7 （  0.9％） -49.6％ 

業務その他部門 62.5 （  6.3％） 60.0 （  9.1％） -4.0％ 

家庭部門 68.9 （  7.0％） 54.1 （  8.2％） -21.5％ 

運輸部門 182.5 （ 18.5％） 158.4 （ 23.9％） -13.2％ 

 
自動車 180.4 （ 18.3％） 156.7 （ 23.7％） -13.1％ 

鉄道 2.1 （  0.2％） 1.7 （  0.3％） -19.1％ 

合計 987.5 （ 100.0％） 662.4 （ 100.0％） -32.9％ 

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。  
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３ 事業者アンケート調査 

区域施策編の策定に向けて、事業者が実施している環境活動等に関する実態を把握するため、

アンケート調査を実施しました。回答の概要は以下となります。 

 

 回答事業所の概要 

従業員数 
10 人未満の事業所が 38.5％（５社）、100 人以上の事業所が 30.8％（４社）と

多かった。 

業 種 
製造業が 30.8％（４社）で最も多く、次いで建設業と医療・福祉が 23.1％（３

社）であった。 

建物種別 
工場（製造業等）が 38.5％（５社）で最も多く、次いで事務所・営業所（オフ

ィスビル）が 23.1％（３社）であった。 

建物の 

所有形態 
自社所有が 76.9％（10 社）、賃貸が 23.1％（３社）であった。 

 

◆事業所の全従業員数（パート等を含む） 

 

 

◆事業所の業種 

   

4

3

3

2

1

0 1 2 3 4 5

製造業

建設業

医療、福祉

宿泊業、飲食サービス業

電気・ガス・熱供給・水

道業

(社)

n=13

38.5% 7.7% 7.7% 15.4% 30.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10人未満 10人以上～20人未満 20人以上～30人未満

30人以上～50人未満 50人以上～100人未満 100人以上

n=13
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◆建物種別 

◆建物の延床面積 

延床面積 事業所数 

～100 ㎡未満 ２ 

100～1,000 ㎡未満  ３ 

1,000～5,000 ㎡未満 ２ 

5,000 ㎡以上～ ２ 

未回答  ４ 

 

◆建物の築年数 

築年数 事業所数 

～５年未満 １ 

５～10 年未満  ０ 

10～20 年未満 ３ 

20～30 年未満 ２ 

30 年以上～ ４ 

未回答  ３ 

 

◆建物の所有形態 

  

23.1% 38.5% 7.7% 7.7% 7.7% 15.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事務所・営業所（オフィスビル） 工場（製造業等）

卸・小売店 病院・医療関連施設

ホテル・旅館 飲食店

劇場・娯楽場 その他

n=13

自社所有, 76.9% 賃貸, 23.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 自社における地球温暖化対策の取組の実施状況 

 

【現在の取組】 

・「使用していないエリアは空調を停止している」は“いつも実行している”と回答した事業

所が 92.3％（12 社）と取組の中で最も多かった。 

・「使用していない空調や照明をこまめに切る」などの無駄をなくす取組については、“いつも

実行している”と“たまに実行している”を合わせた割合をみるといずれも 100％となって

おり、調査に回答したすべての事業者が取り組んでいた。 

・「室外機周辺には障害物を置かず、直射日光を避けるための日除け等をしている」につい

て、“実行していない”と回答した割合は 69.2％（９社）であり、実施率が低かった。 

 

 
。  

92.3%

84.6%

84.6%

84.6%

69.2%

61.5%

53.8%

53.8%

46.2%

46.2%

30.8%

23.1%

15.4%

7.7%

7.7%

15.4%

15.4%

7.7%

15.4%

30.8%

38.5%

30.8%

46.2%

23.1%

15.4%

15.4%

15.4%

15.4%

30.8%

7.7%

30.8%

30.8%

69.2%

46.2%

7.7%

15.4%

15.4%

0.0%

23.1%

38.5%

53.8%

7.7%

7.7%

7.7%

0.0%

23.1%

23.1%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも実行している たまに実行している 実行していない 該当しない 未回答

n=13

使用していないエリアは空調を停止している

使用していないエリアは消灯している

使用していない照明はこまめに切る

カーテンやブラインド等を効率的に利用して冷暖房効果

を高めている

クールビズを実施している

自動車に乗る際には、エコドライブ（急発進/急停車をし

ない等）を実施している

長時間席を離れる時はOA機器（PC等）の電源を切るか、

スタンバイモード・省電力モード・スリープモードにし

ている

ウォームビズを実施している

エアコンの温度等を適切に調整している（室温の目安を

夏季28℃、冬季20℃にしている）

エアコンのフィルターをこまめに掃除している

既存照明を間引きして節電している

冷凍冷蔵庫の庫内には詰め込みすぎず、庫内の整理や温

度調整等を行っている（飲食店 等）

室外機周辺には障害物を置かず、直射日光を避けるため

の日除け等をしている

可能な範囲で業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵の

ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行っている（卸・

小売店 等）

できるだけ自動車を使わず、徒歩・自転車・公共交通機

関を利用しての通勤・移動を励行している

現在
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【今後の意向】 

・現在、既に実行されている割合が高い取組は、今後も“実行したい”と回答した事業所が多

かった。 

・現在“いつも実行している”割合は少ないが、今後“実行したい”と回答した割合が多い取

組は、「エアコンのフィルターをこまめに掃除している」や「室外機周辺には障害物を置か

ず、直射日光を避けるための日除け等をしている」、「エアコンの温度等を適切に調整してい

る（室温の目安を夏季 28℃、冬季 20℃にしている）」などであった。 

・「できるだけ自動車を使わず、徒歩・自転車・公共交通機関を利用しての通勤・移動を励行

している」は現在“いつも実行している”は０％であったが、38.5％（５社）の事業者が今

後“実行したい”として選択している。 

 

 
  

92.3%

92.3%

92.3%

92.3%

84.6%

84.6%

84.6%

84.6%

92.3%

84.6%

61.5%

38.5%

92.3%

23.1%

38.5%

7.7%

30.8%

15.4%

15.4%

53.8%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

15.4%

15.4%

15.4%

15.4%

7.7%

7.7%

7.7%

46.2%

7.7%

61.5%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実行したい 実行するつもりはない 未回答

使用していないエリアは空調を停止している

使用していないエリアは消灯している

使用していない照明はこまめに切る

カーテンやブラインド等を効率的に利用して冷暖房効果

を高めている

クールビズを実施している

自動車に乗る際には、エコドライブ（急発進/急停車をし

ない等）を実施している

長時間席を離れる時はOA機器（PC等）の電源を切るか、

スタンバイモード・省電力モード・スリープモードにし

ている

ウォームビズを実施している

エアコンの温度等を適切に調整している（室温の目安を

夏季28℃、冬季20℃にしている）

エアコンのフィルターをこまめに掃除している

既存照明を間引きして節電している

冷凍冷蔵庫の庫内には詰め込みすぎず、庫内の整理や温

度調整等を行っている（飲食店 等）

室外機周辺には障害物を置かず、直射日光を避けるため

の日除け等をしている

可能な範囲で業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵の

ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行っている（卸・

小売店 等）

できるだけ自動車を使わず、徒歩・自転車・公共交通機

関を利用しての通勤・移動を励行している

n=13
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 省エネルギー・再生可能エネルギー設備・機器等の導入状況 

・「高効率照明」を導入している事業所が 46.2％（６社）と最も多かった。次いで、「太陽光

発電設備」、「再エネで発電した電気との契約」が 15.4％（２社）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.2%

15.4%

15.4%

7.7%

7.7%

7.7%

23.1%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

23.1%

23.1%

23.1%

38.5%

30.8%

23.1%

53.8%

46.2%

30.8%

23.1%

46.2%

38.5%

30.8%

30.8%

46.2%

15.4%

23.1%

38.5%

46.2%

7.7%

15.4%

7.7%

15.4%

7.7%

15.4%

15.4%

15.4%

23.1%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

15.4%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に導入している 今後導入したい 助成制度があれば

導入したい

導入予定はない 該当しない

導入できない

未回答

太陽光発電設備

高効率照明

高効率給湯器

高効率空調設備

省エネ型OA機器

二重窓や高気密・高断熱化

BEMS

蓄電池

ZEB

再エネで発電した電気との契約
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 社用車の所有台数 

・「ガソリン車」の所有台数が 68％（48台）と最も多く、次いで「ディーゼル車」が 19％

（13台）と多かった。 

・「EV」や「プラグインハイブリッド車（PHEV）」、「燃料電池自動車」の所有はなく、電動車

の普及が進んでいない。 

 

 

 
※１ 軽自動車のプラグインハイブリッド車及び燃料電池自動車は販売されていません。 

 

 

 

  

ガソリン車

68%

ディーゼル車

19%

ハイブリッド車

13%

電気自動車:0%

PHEV:0%

燃料電池自動車:0%

21

15

0

6

3

3

0

4

3

6

8

1

0 5 10 15 20 25 30

軽乗用車

乗用車

バス

軽貨物

小型貨物

普通貨物

特殊車

ガソリン車 ディーゼル車 ハイブリッド車

電気自動車 PHEV 燃料電池自動車

※１ 
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 温室効果ガス排出量の削減目標の設定 

・“ある”と回答したのは２社で、半数の７社（53.8％）は“ない”と回答した。事業者が自社

の目標を設定して計画的に取組を推進できるように支援していく必要がある。 

・“今はないが、今後設定する予定”と回答した事業所が１社あった。 

 

 

 

 削減目標を設定している場合の目標や目標達成のための取組 

 

 

  

業 種 従業員数 目 標 

製造業Ａ 100 人以上 CO2排出量を前年度より５%削減する。 

製造業Ｂ 100 人以上 

2019 年度の CO2排出量をベンチマークとして、①2025
年度は 58%削減。再エネ電力に切替②2030 年度は 69%
削減。ヒートポンプ設備の導入③2050 年度は 100%削
減。 

15.4% 53.8% 7.7% 23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 今はないが

今後設定する予定

無回答
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 SDGｓに関する取組 

・30.8％（４社）から回答があった。 

・「再生可能な物の再利用」など事業活動として行っている取組の他、「地域の子ども食堂への

野菜の提供」など、地域貢献の取組なども見られた。 

 

業種 
従業
員数 

ゴール 

番号 
実施している取組 

建設業
Ａ 

10 人 

未満 

3-6 交通事故事例を用いて、危険に対して意識を向ける活動 

12-5 
建設現場で発生する再利用可能な物を再利用するように会社
で推し進めている。 

製造業 

Ｂ 

100 人 

以上 

1 地域の子供達への支援として、こども食堂へ野菜の無償提供 

3 
定期的な健康診断、福利厚生保険に加入、ストレスチェック
実施 

7 CO2を排出しない電気の調達 

9 アクアポニックス※の導入 

12 再利用の推進（古紙） 

製造業 

Ｃ 

100 人 

以上 

11、
15 

クリーン作戦（事業所周辺の清掃活動） 

1、
2、10 

フードドライブ（年 3回実施、吉富町社会福祉協議会を通じ
提供） 

7、12 再エネルギー由来の電力を導入 

14 吉富町の海の日海岸清掃への参加を推進 

17 
吉富夏祭りの開催（事業所のグランドで毎年 8月に地域の方
に向けて実施） 

医療・ 
福祉 

Ａ 

30 人
以上
50 人
未満 

1 
生活保護受給の利用者様の対応。利用者負担軽減処置の対応
（低所得者） 

4 
職員の資格取得のバックアップ体制。施設内外の職員研修の
実施。 

8 
ワークライフバランスに配慮した勤務体系の構築。有給休暇
取得率アップの取組み。 

13 
災害時に施設運営を継続する為の BCP の作成。非常食 3日分
の備蓄。 

16 虐待防止委員会の設置。 

 
※アクアポニックス：水産養殖と作物の水耕栽培を組み合わせたシステム。微生物が分解した魚のフ 

ンを栄養分に農作物を育てる。 
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 吉富町が策定している環境に関する計画・取組 

・いずれの計画・取組も“内容まで知っている”は約 15～30％程度と少なかったが、「吉富

町 SDGs 未来都市計画」は 30.8％（４社）と他の計画・取組に比べてやや多かった。 

 

 

  

30.8%

15.4%

15.4%

15.4%

46.2%

46.2%

53.8%

53.8%

23.1%

30.8%

30.8%

30.8%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容まで知っている 聞いたことはあるが内容は知らない

まったく知らない 未回答

吉富町気候非常事態宣言

第4次吉富町地球温暖化対策

実行計画（事務事業編）

2050年二酸化炭素排出量実質

ゼロ宣言

吉富町SDGｓ未来都市計画
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 福岡県などが運用している環境に関する計画・取組 

・ISO14001 は登録している事業者が 23.1％（3社）あったが、その他については登録がな

かった。 

・ISO14001 を除き、８割以上が“聞いたことはあるが内容は知らない”、“まったく知らな

い”“未回答”と回答しており知名度が低いことが分かった。 

・環境マネジメントシステムや福岡県の登録制度を周知するなど、事業者の環境経営を支

援していく必要がある。 

 

 

 

 

I S O 1 4 0 0 1 認 証 ・ 登 録 ： 国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国
際規格の総称。 

ふくおかプラごみ削減応援： 福岡県がプラスチックごみ削減に取り組む事業所を「ふくおかプ
ラごみ削減協力店」として登録し、その取組を広く県民の皆さん
にお知らせするもの。 

エコアクション 21 認証・登録： 広範な中小企業、学校、公共機関等が環境マネジメントシステム
に取り組むための方法として、環境省が策定したエコアクション
21 ガイドラインに基づく、事業者のための認証・登録制度。 

福 岡 県 エ コ 事 業 所 ： 福岡県内に所在する事業所（オフィスや工場、学校、店舗、病院
等）のうち、電気や自動車燃料（ガソリン）の使用量削減等・省
エネルギー・省資源に取り組むことを宣言する事業所を登録、支
援するもの。 

福 岡 県 S D G ｓ 登 録 制 度 ： 福岡県が SDGs に積極的に取り組む企業や団体を県が広く公表
し、その貢献を「見える化」することで登録事業者の取組を支援
するもの。 

食 べ も の 余 ら せ ん 隊 ： 福岡県が食品ロスを減らすため、食品ロス削減に取り組む店舗・
事業所を「食べもの余らせん隊」として登録し、その取組を広く
県民の皆さんに PR するもの。 

 

  

23.1% 23.1%

15.4%

15.4%

7.7%

7.7%

7.7%

30.8%

46.2%

38.5%

61.5%

53.8%

30.8%

15.4%

30.8%

38.5%

23.1%

30.8%

53.8%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すでに登録している 内容まで知っている 聞いたことはあるが内容は知らない まったく知らない 未回答

ふくおかプラごみ削減応援

福岡県エコ事業所

福岡県SDGs登録制度

食べもの余らせん隊

ISO14001認証・登録

エコアクション21認証・登録
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 吉富町に希望する支援策  

・“ぜひ参加したい・サービスを受けたい”と回答した項目で最も多かったのが「事業所

で実施できる省エネ・脱炭素マニュアルの提供」、「町内事業者による省エネ成功事例の

情報提供」で 30.8％（4社）であった。 

 

 

  

30.8%

30.8%

23.1%

15.4%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

46.2%

46.2%

53.8%

69.2%

76.9%

69.2%

69.2%

53.8%

23.1%

23.1%

23.1%

15.4%

15.4%

23.1%

15.4%

38.5%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ぜひ参加したい・

サービスを受けたい

参加を検討したい・

サービスを受けるか

検討したい

今のところ興味がない 未回答

事業所で実施できる省エネ・

脱炭素マニュアルの提供

町内事業所による省エネ成功

事例の情報提供

専門家による事業所の省エネ

診断

SDGｓ活動を行う事業者の

登録・公表・表彰制度

事業所向けの省エネや脱炭素

に関するセミナー・研修会

町内事業者のネットワークの

構築

脱炭素活動を行う事業者の登録

・公表・表彰制度

省エネ・再エネ・脱炭素関連の

メルマガ配信や情報提供
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調査結果のまとめ 

町民・町内事業者の皆さんには、日頃から「こまめな消灯」など、すぐにできる省エネにご協

力いただいており、こうした取組は町の大きな力になっております。今後はさらに、照明の間引

きや、空調室外機への日除け設置など、もう一歩踏み込んだ工夫についても周知する活動を行っ

ていきます。 

また、社用車はガソリン車が中心で、EV 等の導入は確認されませんでした。町としては、自

動車部門の排出削減につながる電動車の普及や、エコドライブ・公共交通の利用促進を進めま

す。また、高効率な機器・設備への更新や再生可能エネルギーの導入についても、まだ十分に進

んでいない状況です。「助成制度があれば導入したい」という声も多く寄せられていることか

ら、よしとみ「エコまち」プロジェクト奨励金等を通じて、機器更新やＥＶ導入のきっかけづく

りに取り組むことで、脱炭素化を推進してまいります。 

さらに、国・県・町が実施している制度や計画については、全体として認知度が十分ではな

く、登録や活用も限られていることが分かりました。町としては、制度を「知ってもらう」だけ

でなく、「使いやすくする」ことを重視し、手続きの流れやメリットをより分かりやすく発信し

ていきます。 

なお、町内では、地域清掃やこども食堂への支援、職場環境の改善、資源の再利用など、ＳＤ

Ｇｓにつながる取組が幅広く行われており、こうした皆さんの活動を大切にしながら、省エネ・

脱炭素の取組ともつなげて、より広がりのあるまちづくりにつなげていきます。あわせて、省エ

ネ・脱炭素に関する分かりやすいマニュアルの提供や、町内事業所の成功事例の共有を求める声

も寄せられていることから、具体的に取り組むためのヒントや事例をまとめ、皆さんに役立つ情

報発信を進めてまいります。  
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第４章 二酸化炭素排出量の将来推計 

１ 現状趨勢（BAU）ケース 

現状趨勢（BAU）ケースは、人口や経済などの将来の「活動量」の変化は想定するものの、排出

削減に向けた追加的な対策・施策の導入が行われないと仮定したケースです。 

推計は、「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資

料 Ver1.0（令和 3年 3月、環境省）」における排出量の将来推計の考え方に基づき、CO2排出量

を要因別に分解して行いました。 

CO2排出量は、図 1 に示すとおり、「活動量※1」、「エネルギー消費原単位※2」、「炭素集約度

※3」の三つの変数の積として表すことができます。この 3 つの変数のうち「エネルギー消費原単

位」と「炭素集約度」は現況最新年度（2022 年度）の値を用い、「活動量」には、将来の変化を

考慮した値を設定しました。考慮した活動量及び推計パターンを表 1に示します。 

なお、推計年度は 2030 年度及び 2050 年度としました。 

 

 

［資料：地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法とその実

現方策に係る参考資料 Ver1.0（令和 3 年 3 月、環境省）］ 

図 1 CO2排出量の推計式 
 
※1：エネルギー需要の生じる基となる社会経済の活動の指標であり、部門ごとに世帯数や製造品出荷額などが用

いられる。人口減少や経済成長による CO2排出量の変化は、活動量の増減によって表されます。 

※2：活動量当たりのエネルギー消費量であり、対象分野のエネルギー消費量を活動量で除して算定します。活動

量自体の変化ではなく建物の断熱化や省エネ機器の導入などエネルギー消費量の削減対策による CO2 排出量

の変化は、エネルギー消費原単位の増減で表される。 

※3：エネルギー消費量当たりの CO2 排出量であり、再エネで発電された電力の使用などの利用エネルギーの転換

による CO2排出量の変化は、炭素集約度の増減として表される。 
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表 1 現状趨勢（BAU）ケースで変化を考慮する活動量、推計パターン 

部門 活動量 推計パターン 

産業部門 

製造業 製造品出荷額 現状維持（2022 年度の値） 

建設業・鉱業 従業者数 従業者数が将来推計人口と同様の傾向で変化 

農林水産業 従業者数 現状維持（2022 年度の値） 

業務その他部門 従業者数 従業者数が将来推計人口と同様の傾向で変化 

家庭部門 人口 
国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人
口 

運輸部門 
自動車 自動車保有台数 自動車台数が将来推計人口と同様の傾向で変化 

鉄道 町内営業キロ数 現状維持（2022 年度の値） 

廃棄物部門 人口 廃棄物量が将来推計人口と同様の傾向で変化 
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推計結果 

(1) 将来の二酸化炭素排出量 

現状趨勢（BAU）ケースによる二酸化炭素排出量の将来推計を行った結果、2030 年度では 499

百 t-CO2（2013 年度比-40％、2022 年度比-5％）、2050 年度では 460 百 t-CO2（2013 年度比-

45％、2022 年度比-12％）となりました。2030 年度の国の目標（2013 年度比-46％）に向けて

はあと 6％の削減が必要です。(図 2) 

 

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

図 2 二酸化炭素排出量の将来推計結果（BAU ケース） 

 

(2) 将来のエネルギー消費量 

現状趨勢（BAU）ケースによるエネルギー消費量の将来推計を行った結果、2030 年度では

634TJ（2013 年度比-36％、2022 年度比-4％）、2050 年度では 588TJ（2013 年度比-40％、2022

年度比-11％）となりました。(図 3) 

 
図 3 エネルギー消費量の将来推計結果（BAU ケース）  
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２ 対策ケース 

推計方法 

対策ケースは、現状趨勢（BAU）ケースにおける「活動量」の変化に加え、追加的な対策を実

施することを想定したケースです。 

対策ケースの将来排出量は、省エネ対策による効果と再生可能エネルギー導入による効果を積

み上げることにより推計しました。 

なお、推計は将来的に電力の排出係数が低下することを加味して行いました。2022 年度及び

2030 年度の電力の排出係数を表 2 に示します。 

 

表 2 将来排出量の推計に用いた電力の排出係数 

年度 排出係数 根拠 

2022 年度（実績値） 0.462 kg-CO2/kWh 九州電力の調整後排出係数（実績値） 

2030 年度（想定値） 0.250 kg-CO2/kWh 
国が温室効果ガス削減目標の設定にあたり、
想定している 2030 年度の電力排出係数 

 

 

(3) 省エネ対策による効果の推計条件 

省エネ対策による二酸化炭素の削減効果量は以下の式により推計しました。 

 推計に用いた省エネ対策の導入率を表 3 (1),(2)に、対策を実施することによるエネルギー使用

量の削減率を表 4(1),(2),(3)に示します。 

 

＜二酸化炭素削減効果量の推計式＞ 

2030 年度の二酸化炭素削減量 ＝  

2030 年度の BAU ケースのエネルギー使用量 

×省エネ対策の導入強化率（2030 年度の導入率（目標）－ 2022 年度の導入率） 

×対策を実施することによるエネルギー使用量の削減率 

×二酸化炭素排出係数 
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表 3(1) 推計に用いた省エネ対策の導入率 

 

  

2022
年度

2030
年度

戸建住宅のZEH化 建築物 戸 3.5% 6.0%

2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋0.5％（5年で+2.5％）
※ZEHに対応した省エネ性能（-20%）を有した住宅という意味で、再エ
ネの効果は含まない。（再エネ効果は別途計上する）

既設住宅の省エネリ
フォーム

建築物 世帯 27.5% 30.0%
2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋0.5％（5年で+2.5％）

高効率照明の導入 照明 世帯 60.0% 70.0%
2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋2％（5年で+10％）

ヒートポンプ給湯器の
導入

給湯器 世帯 12.5% 13.5%

潜熱回収型給湯器の導
入

給湯器 世帯 12.5% 13.5%

燃料電池型給湯器の導
入

給湯器 世帯 12.5% 13.5%

冷蔵庫の省エネ性能の
向上

冷蔵庫 世帯 23.0% 33.0%

エアコンの省エネ性能
の向上

エアコ
ン

世帯 29.0% 39.0%

テレビの省エネ性能の
向上

テレビ 世帯 24.0% 34.0%

HEMSの導入 行動 世帯 4.0% 6.5%
2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋0.5％（5年で+2.5％）

家庭エコ診断の実施 行動 世帯 3.0% 5.5%
2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋0.5％（5年で+2.5％）

エアコンの温度等を適
切に調整

行動 世帯 46.2% 84.6%

2022年：事業所アンケート調査結果を流用して設定
       （いつも実行している）
2030年：事業所アンケート調査結果を流用して設定
       （今後実行したい）

節電 行動 世帯 69.0% 84.0%
2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋3％（5年で+15％）

高効率照明の導入 照明 事業所 46.2% 69.2%
2022年：事業所アンケート調査結果（既に導入済み）
2030年：事業所アンケート調査結果（既に導入済み＋今後導入したい）

事業系ヒートポンプ給
湯器の導入

給湯器 事業所 3.8% 7.7%

事業系潜熱回収型給湯
器の導入

給湯器 事業所 3.8% 7.7%

空調の省エネ性能向上
エアコ

ン
事業所 0.0% 7.7%

2022年：事業所アンケート調査結果（既に導入済み）
2030年：事業所アンケート調査結果（既に導入済み＋今後導入したい）

照明を半分程度間引く 行動 事業所 30.8% 61.5%
2022年：事業所アンケート調査結果（いつも実行している）
2030年：事業所アンケート調査結果（今後実行したい）

使用していないエリア
消灯

行動 事業所 84.6% 92.3%
2022年：事業所アンケート調査結果（いつも実行している）
2030年：事業所アンケート調査結果（今後実行したい）

無理のない範囲での室
温調整

行動 事業所 46.2% 84.6%
2022年：事業所アンケート調査結果（いつも実行している）
2030年：事業所アンケート調査結果（今後実行したい）

使用していないエリア
は空調を停止する

行動 事業所 92.3% 92.3%
2022年：アンケート調査結果（いつも実行している）
2030年：アンケート調査結果（今後実行したい）

ブラインド等を利用し
て冷房効果を高める

行動 事業所 84.6% 92.3%
2022年：事業所アンケート調査結果（いつも実行している）
2030年：事業所アンケート調査結果（今後実行したい）

部門

年度

業
務
そ
の
他
部
門

※導入率は、他の給湯器との合算で最大100％です。
2022年：事業所アンケート調査結果（既に導入済み）
2030年：事業所アンケート調査結果（既に導入済み＋今後導入したい）

2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋0.2％（5年で+1％）

2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋2％（5年で+10％）

導入率の設定理由等

家
庭

対策メニュー
設備・
機器等

対策の
原単位
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表 表 3(2) 推計に用いた省エネ対策の導入率 

 

 

  

2022
年度

2030
年度

車両台数の削減 自動車 台 0.0% 0.5% 2030年：独自設定

軽乗用車：
ハイブリッド車の導入

自動車 台 0.0% 5.0%

軽乗用車：
電気自動車の導入

自動車 台 0.7% 1.5%

軽乗用車：
燃料電池自動車の導入

自動車 台 0.0% 0.0%

乗用車：
ハイブリッド車の導入

自動車 台 29.6% 35.0%

乗用車：
電気自動車の導入

自動車 台 0.7% 1.5%

乗用車：
燃料電池自動車の導入

自動車 台 0.0% 0.5%

小型貨物：
ハイブリッド車の導入

自動車 台 14.3% 14.3%

エコドライブの実践 自動車 台 61.5% 84.6%
2022年：事業所アンケート調査結果（いつも実行している）
2030年：事業所アンケート調査結果（今後実行したい）

宅配サービスをできる
だけ１回で受け取る

自動車 人 51.0% 66.0%
2022年：他自治体のアンケート調査結果を参考に設定
2030年：2025年度以降１年あたり＋3％（5年で+15％）

鉄
道

鉄道の省エネ化 鉄道 - - -
国の資料を基に、鉄道のエネルギー使用量が2013年度比で2030年度に約
15.7％削減することで線形に減少する仮定を置いて推計(導入率という
概念はなし)

産
業

製
造
業

設備・機器の省エネ化
及び省エネ行動の実践

製造業 - - -
全体のエネルギー消費量（エネルギー消費原単位）を前年度比0.5％削
減する。(導入率という概念はなし)

建
設
・

鉱
業

資材運搬車等のエコド
ライブの実践

建設・
鉱業

台 61.5% 70.0%
2022年：事業所アンケート調査のエコドライブに関する回答を基に設
定。
2030年：独自設定

農
業

農機の効率的な運用 農業 台 61.5% 70.0%
2022年：事業所アンケート調査のエコドライブに関する回答を基に設
定。
2030年：独自設定

ごみ排出量の削減強化 行動 人 0.0% 5.0% 2030年：独自設定（現況より燃えるごみを5％削減）

廃
棄
物

部門

年度

※普及率は台数ベース
2022年：
・以下を除き事業所アンケート調査結果より設定。
・電気自動車（軽乗用車。乗用車）：
　電気自動車の補助実績より現在約30台は町内に存在するため、
　軽乗用車15台、普通乗用車15台として町内車両数より普及率を計算
2030年：
・町は電気自動車（軽乗用車。乗用車）は年間約5台の補助実績がある
　ため、5年間で25台（軽自動車が12.5台、乗用車が12.5台）増えると
　想定
・そのほかは独自設定

運
輸

自
動
車

導入率の設定理由等対策メニュー
設備・
機器等

対策の
原単位
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表 4(1) 推計に用いたエネルギー使用量の削減率 

 

  

対策メニュー
設備・
機器等

エネル
ギー種

対策の
原単位

対策による
エネルギー

削減率
出典・根拠資料 設定根拠・考え方

戸建住宅のZEH化 建築物

電気
都市ガス
LPガス
灯油

世帯 20.0%
・資源エネルギー庁　ZEHの
定義（改定版）＜戸建住宅
＞p.4

・ZEH、NearlyZEH、ZEH Orientedの基準一次
エネルギー削減の要件は20%（創エネは含ま
ない）

既設住宅の省エネ
リフォーム

建築物

電気
都市ガス
LPガス
灯油

世帯 15.0%
・国土交通省 住宅リフォー
ムの支援制度 令和7年6月2
日時点

・環境省補助事業にて省エネ効果（15％以
上）が見込まれる高性能建材（断熱材、ガラ
ス、窓、玄関ドア）を用いた住宅の断熱リ
フォームを支援する事業を基に設定。
・戸建住宅と集合住宅を一括で扱う。

高効率照明の導入 照明 電気 世帯 85.0%
・環境省COOL CHOICE「LED
照明って、何がお得な
の？」

・「電球形LEDランプは 一般電球と比べると
約85％の省エネ」という文言を基に設定。

ヒートポンプ給湯
器の導入

給湯器
都市ガス
LPガス

世帯 51.0%

・環境省「ノンフロン・低
GWP型の冷媒を使用した高効
率ヒートポンプ給湯機の導
入」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が51％削減されるという文言を基
に設定。

潜熱回収型給湯器
の導入

給湯器
都市ガス
LPガス

世帯 16.0%

・日本LPガス協会「エコ
ジョーズ」
・環境省「潜熱回収型給湯
器その他の高効率給湯設
備・システムの導入」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が16％削減されるという文言を基
に設定。

燃料電池型給湯器
の導入

給湯器
都市ガス
LPガス

世帯 28.0%

・環境省COOL CHOICE「『エ
コジョーズ』と『エネ
ファーム』、どう違うのか
ご存じですか？」

・「一般家庭の一次エネルギー消費量を約26
～30%･･･削減」という文言を基に、この平均
値を設定。

電気冷蔵庫の省エ
ネ性能の向上

冷蔵庫 電気 世帯 47.4%

・根拠資料より2013年度と比べて2023年度は
28～35％削減（平均値31.5％）。1年あたり
の削減率を計算し、累積和として削減率を計
算。

エアコンの省エネ
性能の向上

エアコ
ン

電気 世帯 24.1%
・根拠資料より2013年度と比べて2023年度は
15％削減。1年あたりの削減率を計算し、累
積和として削減率を計算。

テレビの省エネ性
能の向上

テレビ 電気 世帯 60.4%
・環境省 省エネ製品買換ナ
ビゲーション「しんきゅう
さん」

・根拠資料より2013年度と比べて2023年度は
42％削減。1年あたりの削減率を計算し、累
積和として削減率を計算。

HEMSの導入 行動 電気 世帯 12.0%
・環境省「住宅における消
費エネルギーの見える化
（利用促進）」

・環境省資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が12％削減されるという文言を基
に設定。

家庭エコ診断の実
施

行動

電気
都市ガス
LPガス
灯油

世帯 16.1%

・一般社団法人　地球温暖
化防止全国ネット　家庭エ
コ診断制度運営事務局
「2022（令和4）年度家庭エ
コ診断制度の事業成果につ
いて」

・根拠資料よりうちエコ診断Webサービスに
よる光熱燃料費節約金額の削減率は16.1％を
設定。
・便宜的に光熱燃料費削減率をエネルギー使
用率削減率と見なして、上記の平均値から設
定。

エアコンの温度等
を適切に調整

行動 電気 世帯 10.0%
・環境省「空調設定温度・
湿度の適正化」

・根拠資料より、冷暖房温度を１℃緩和する
ことで、熱源設備で消費されるエネルギーが
約10％削減できるとされている。年間を通じ
て室温を1℃緩和すると仮定して10％削減と
設定。

節電 行動 電気 世帯 9.4%

・経済産業省 資源エネル
ギー庁「どうやったら節電
できる？明日からすぐに役
立つ節電・省エネのヒン
ト」

・根拠資料より、不要な照明の消灯で1.5～
2.3％、照明の明るさ調整で2.5～3.9%、冷蔵
庫の温度調整で1.2～1.8％、テレビの省エネ
モード運転・こまめな消灯で1.8～3.0、洗濯
機の使用回数の低減で0.4～1.1％、乾燥機の
使用回数の低減で0.4～0.7%、コンセントの
待機電力対策で0.5～0.8%、温水便座の省エ
ネ運転で0.2～0.6％の削減率となる。エアコ
ンの温度調整は取組として重複するため除
外。エアコンのフィルター掃除で0.6～1.9％
の削減になる。以上の取組（各平均値）の合
計値を基に設定。
・単純に削減率の和ではなく、累積和として
計算。

　
家
庭

部門

・経済産業省 資源エネル
ギー庁「機器の買換で省エ
ネ節約」



31 
 

表 4(2) 推計に用いたエネルギー使用量の削減率 

 
  

対策メニュー
設備・
機器等

エネル
ギー種

対策の
原単位

対策による
エネルギー

削減率
出典・根拠資料 設定根拠・考え方

高効率照明の導入 照明 電気 事業所 69.0%
・環境省「LED照明器具の導
入」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が69％削減されるという文言を基
に設定。

事業系ヒートポン
プ給湯器の導入

給湯器
都市ガス
LPガス

事業所 51.0%

・環境省「ノンフロン・低
GWP型の冷媒を使用した高効
率ヒートポンプ給湯機の導
入」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が51％削減されるという文言を基
に設定。

事業系潜熱回収型
給湯器の導入

給湯器
都市ガス
LPガス

事業所 16.0%
・環境省「潜熱回収型給湯
器その他の高効率給湯設
備・システムの導入」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が16％削減されるという文言を基
に設定。

空調の省エネ性能
向上

エアコ
ン

電気 事業所 39.5%
・経済産業省 資源エネル
ギー庁 トップランナー制度
「エアコンディショナー」

・根拠資料において、2005～2015年度で
18.2％削減。１年あたりの削減率を計算し、
累積和として削減率を計算。

照明を半分程度間
引く

行動 電気 事業所 33.5%
・環境省「照度を比較的必
要としない場所等の照明の
間引き点灯」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が67％削減されるという。根拠資
料では点灯台数を60台から20台まで減らし、
さらに照度を３分の１にしている。設問上は
半分程度としているため、高く見積り過ぎな
部分を比率から逆算して設定する。

使用していないエ
リア消灯

行動 電気 事業所 5.0%
・環境省「照明を利用して
いない場所及び時間帯にお
けるこまめな消灯」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が5％削減されるという文言を基に
設定。

無理のない範囲で
の室温調整

行動 電気 事業所 10.0%
・環境省「空調設定温度・
湿度の適正化」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が10％削減されるという文言を基
に設定。

使用していないエ
リアは空調を停止
する

行動 電気 事業所 5.0%
・環境省「空調設定温度・
湿度の適正化」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が5％削減されるという文言を基に
設定。

ブラインド等を利
用して冷房効果を
高める

行動 電気 事業所 69.0%
・環境省「選択透過フィル
ム・ブラインド・熱線反射
ガラス等による日射遮蔽」

・根拠資料において、エネルギー消費量
（kL/年）が69％削減されるという文言を基
に設定。

車両台数の削減 自動車
ガソリン

軽油
台 100.0% －

・一台当たりのエネルギー使用量が全て削減
されると仮定。

軽乗用車：
ハイブリッド車の
導入

自動車 ガソリン 台 28.0%

軽乗用車：
電気自動車の導入

自動車 ガソリン 台 80.2%

軽乗用車：
燃料電池自動車の
導入

自動車 ガソリン 台 68.1%

乗用車：
ハイブリッド車の
導入

自動車 ガソリン 台 43.9%

乗用車：
電気自動車の導入

自動車 ガソリン 台 79.9%

乗用車：
燃料電池自動車の
導入

自動車 ガソリン 台 68.1%

小型貨物：
ハイブリッド車の
導入

自動車 軽油 台 1.0%

部門

　
業
務
そ
の
他
部
門

・環境省　運輸部門（自動
車）CO2排出量推計データ
・自動車燃費一覧（令和7年
3月）
・ハイブリッド車、電気自
動車、燃料電池自動車の
メーカーカタログ

・ガソリン・軽油車の燃費と電動車の燃費
（電費）の比率より設定。

　
自
動
車

　
運
輸
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表 4(3) 推計に用いたエネルギー使用量の削減率 

 

 

  

対策メニュー
設備・
機器等

エネル
ギー種

対策の
原単位

対策による
エネルギー

削減率
出典・根拠資料 設定根拠・考え方

エコドライブの実
践

自動車
ガソリン

軽油
台 20.3%

・環境省「エコドライブ１
０のすすめ 」

・根拠資料から、ふんわりアクセル「eス
タート」の10％削減、車間距離に余裕を持っ
た運転の２～６％削減、減速時に早めにアク
セルを放すことの２％削減、タイヤの空気圧
の点検・整備の２～４％削減、不要な荷物を
下ろす３％削減を考慮して、累積和として計
算。

宅配サービスをで
きるだけ１回で受
け取る

自動車
ガソリン

軽油
人 10.2%

・大阪府「宅配便の再配達
防止による二酸化炭素の削
減について」

・根拠資料から、再配達率の10.2％が１度の
受け取りで削減されると仮定。
・軽貨物はガソリン、小型・普通貨物は軽油
を想定している。
・普通貨物は個人向けに宅配サービスは行わ
ないと考えられる。
　軽貨物と小型貨物だけに削減率として仮
定。

鉄
道

鉄道の省エネ化 鉄道 軽油 GJ 15.8%

・マニュアルp.304
・地球温暖化対策計画にお
ける対策の削減量の根拠
p.95

・根拠資料から2013年度比で2030年に84.2%
になる（15.8％削減）と見込まれている。
・2013～2030年度の間は線形に削減率が上昇
するものと仮定。

製
造
業

設備・機器の省エ
ネ化及び省エネ行
動の実践

製造業 原油 ― 8.2%
・資源エネルギー庁 省エネ
法の概要 p.4

・省エネ法で特定事業者は年平均1％削減に
努めるとされている。
・基準年度である2013年度以降の削減率を設
定する。

建
設
・
鉱
業

資材運搬車等のエ
コドライブの実践

建設
業・
鉱業

軽油 台 48.8%
・国土交通省　北海道開発
局「建設現場におけるCO2削
減事例集」

・根拠資料より、「早めのシフトアップ・遅
めのシフトダウン」で燃費20%向上、「経済
速度での走行」で燃費20％向上、「波状運転
防止」により燃費20％向上。これらの累積和
として削減率を決定。

農
業

農機の効率的な運
用

農業 軽油 台 37.5%

・一般社団法人日本農業機
械化協会「地球温暖化対策
農業機械の省エネ利用マ
ニュアル 平成27年度版」

・根拠資料よりトラクターの「適正な走行速
度で作業」で燃費37.5%削減（25～50％削減
の平均値）が見込まれており、この累積和を
設定。

部門

産
業

　
自
動
車

　
運
輸
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(4) 再生可能エネルギーの導入による効果の推計条件 

再生可能エネルギーの導入による二酸化炭素削減効果量は以下の式により推計しました。 

 推計に用いた太陽光発電設備の導入率を表 5 に、太陽光発電設備による 1 戸（または 1 事業所）

あたりの年間発電量を表 6 に示します。 

 

＜二酸化炭素削減効果量の推計式＞ 

2030 年度の二酸化炭素削減量 ＝  

（2030 年度の太陽光発電設備による発電量※1－2022 年度の太陽光発電設備による発電量※1） 

 ×二酸化炭素排出係数 

  

 ※1：各年度の太陽光発電設備による発電量 ＝ 

町内の戸建住宅の全ての戸数（または全ての事業所数） 

 ×太陽光発電設備による 1 戸（または 1 事業所）あたりの年間発電量 

×太陽光発電設備の導入率（普及率） 

 

表 5 推計に用いた太陽光発電設備の導入率（普及率） 

 
 

表 6 太陽光発電設備による 1戸（または 1事業所）あたりの年間発電量 

  

2022
年度

2030
年度

屋根置き太陽光発電システム 10.0% 15.0%
2022年：他自治体アンケート調査結果を参考に設定
2030年：年率1％で増加と想定（独自設定）

ソーラーカーポート 0.0% 1.0%
2022年：0%と仮定
2030年：独自設定（数件の導入が進むと想定）

屋根置き太陽光発電システム 15.4% 20.0%
2022年：事業所アンケート調査結果（既に導入している）
2030年：年率1％で増加と想定（独自設定）

製造業 屋根置き太陽光発電システム 15.4% 20.0%
2022年：事業所アンケート調査結果（既に導入している）
2030年：年率1％で増加と想定（独自設定）

建設・鉱業 屋根置き太陽光発電システム 15.4% 20.0%
2022年：事業所アンケート調査結果（既に導入している）
2030年：年率1％で増加と想定（独自設定）

年度

導入率の設定理由等

業務その他

産業

家庭

部門 対策メニュー

対策メニュー 説明

屋根置き太陽光発電
システム

5,563 kWh／戸
・一般的な容量として1戸あたり5kWを想定
・上記の設備容量と日射量等から年間発電量を推計

ソーラーカーポート 5,563 kWh／戸
・Panasonicや日本エコロジー（株）のカタログによると2台
分で5kwとの記載があるため、1戸あたり5kWと仮定。
・上記の設備容量と日射量等から年間発電量を推計

屋根置き太陽光発電
システム

35,773 kWh／事業所

・FIT制度・FIP制度 再生可能エネルギー電子申請より、吉
富町内における10kW以上500kW未満の導入件数、導入容量を
調査。これを事業所による導入と仮定し、1事業所あたりの
設備容量を推計（32kW/事業所）
・上記の設備容量と日射量等から年間発電量を推計

年間発電量部門

家庭

業務その他
産業
（製造業、
建設・鉱業）
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推計結果 

(5) 将来（対策ケース）の二酸化炭素排出量 

 将来推計（対策ケース）の結果、2030 年度の二酸化炭素排出量は 399 百 t-CO2となりました。

この排出量は、基準年度（2013 年度）比で 52％の減少となり、国の目標（2013 年度比で 46％削

減）を上回る削減率となっています。(図 4) 

 

図 4 二酸化炭素排出量の将来推計結果（対策ケース） 

 

(6) 将来のエネルギー消費量 

将来推計（対策ケース）の結果、2030 年度のエネルギー消費量は 588TJ となりました。基準

年度（2013 年度）と比較すると、40％の減少となります。(図 5) 

 
図 5 エネルギー消費量の将来推計結果（対策ケース）  
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(7) 2030 年度における部門別削減量の目安 

2030 年度の対策ケースの排出量を想定した場合の、取組の実施水準の目安を以下に示します。

なお、ここで示す取組及び実施水準は、必要な削減量を可視化するための目安であり、実際の対

策は多様な選択肢の中から、実現可能性を踏まえて選定することになります。 

 

●家庭部門  2013 年度比削減率：70.6％ 

施策 取組 取組水準の目安、考え方 
削減見込量 

（百 t-
CO2） 

再生可能エネ
ルギーの導入 

住宅への太陽光発電
設備の導入 

屋根置き太陽光発電設備の導入：15％程度 
ソーラーカーポートの導入：１％程度 

3.3  

省エネ対策等 

省エネ性能の高い 
建築物の選択 

戸建住宅を ZEH 基準に適合：６％程度 
既存住宅の省エネ改修：30％程度 

26.6  
高効率機器・設備の 
導入 

高効率照明の導入：70％程度 
高効率給湯器の導入：40％程度 
空調、テレビ、冷蔵庫を省エネ性能が高い機器 
に計画的に更新：33～39％程度 
HEMS の導入：6.5％程度 

省エネ対策の定着に
向けた取組 

家庭エコ診断の受診：5％程度 
節電、空調の適切な温度調整 

電力の排出係数の低減 0.25kg-CO2/kWh 程度（想定値） 

BAU ケースの推計で見込んだ減少 35.6  

合計 65.6  

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

 

●業務その他部門  2013 年度比削減率：58.3％ 

施策 取組 取組水準の目安、考え方 
削減見込量 
（百 t-CO2） 

再生可能エネル
ギーの導入 

事業所への太陽光 
発電設備の導入 

屋根置き太陽光発電設備の導入：20％程度 0.8  

省エネ対策等 

高効率機器・ 
設備の導入 

高効率照明の導入：69％程度 
高効率給湯器の導入：15％程度 
空調を省エネ性能が高い機器に計画的に更新： 
８％程度 

17.7  
省エネ対策の定着
に向けた取組 

照明の運用改善（適度な間引き、未使用エリアの 
消灯など） 
空調の運用改善（適切な室温調整、未利用エリア
の空調停止、ブラインドを活用した効率改善な
ど） 

電力の排出係数の低減 0.25kg-CO2/kWh 程度（想定値） 

BAU ケースの推計で見込んだ減少 24.7  

合計 43.2  

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

  



36 
 

●産業部門（農業部門、建設･鉱業部門、製造業部門）  2013 年度比削減率：54.0％ 

施策 取組 取組水準の目安、考え方 
削減見込量 
（百 t-CO2） 

再生可能エネル
ギーの導入 

工場等への太陽光発
電設備の導入 

屋根置き太陽光発電設備：20％程度 0.2  

省エネ対策等 
高効率機器・設備の
導入及び省エネ行動
の推進 

＜製造業＞ 
エネルギー消費原単位を年平均 0.5％低減 

＜建設業・鉱業＞ 
資材運搬車等のエコドライブの実践 

＜農業＞ 
農機の効率的な運用 

43.7  

電力の排出係数の低減 0.25kg-CO2/kWh 程度（想定値） 

BAU ケースの推計で見込んだ減少 244.6  

合計 288.5  

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

 
●運輸部門（自動車部門、鉄道部門）  2013 年度比削減率：28.4％ 

施策 取組 取組水準の目安、考え方 
削減見込量 

（百 t-
CO2） 

省エネ対策等 

公共交通の利用
推進 

町内の自動車数の削減：0.5％程度 

7.3  

次世代自動車の
普及促進 

ハイブリッド自動車（軽自動車）：5％程度 
ハイブリッド自動車（普通乗用車）：35％程度 
EV（軽自動車、普通乗用車）：1.5％程度 
燃料電池自動車（普通乗用車）：0.5％程度 

省エネ行動の推
進 

エコドライブの実践 
宅配サービスを 1 回で受け取る 

鉄道の省エネ性
能向上 

鉄道の省エネ性能の向上 

電力の排出係数の低減 0.25kg-CO2/kWh 程度（想定値） 

BAU ケースの推計で見込んだ減少 28.5  

合計 35.9  

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

 
●廃棄物部門（一般廃棄物部門）  2013 年度比削減率：36.3％ 

施策 取組 取組水準の目安、考え方 
削減見込量 
（百 t-CO2） 

循環型社会の形
成 

ごみ減量化 
ごみの分別の徹底、食品ロスの削減、 
コンポストの普及 など 

0.2  

BAU ケースの推計で見込んだ減少 2.4  

合計 2.7  

※小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。  
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第５章 計画の推進 

二酸化炭素排出量の削減に向けた方針 

二酸化炭素排出量削減に向けた町・町民・事業者の取組を、「再生可能エネルギーの導入推

進」「省エネルギーの推進」「脱炭素のまちづくり」「循環型社会の形成」の 4つの方針に分

けて設定しました。(図 1 町の施策体系図) 

図 1 町の施策体系図 

 

  

町民・事業者による再生可能エネルギー導入促進

公共施設への再生可能エネルギー導入推進

町民・事業者による省エネルギーの促進

脱炭素教育の推進

地産地消の推進

公共施設における省エネルギーの推進

地域公共交通の充実

緑地の保全

まちの緑化の推進

町民・事業者によるごみ分別・減量化の促進

食品ロス対策の推進

公共施設における３Ｒの率先的な実施

家庭用再生可能エネルギー設備の導入推進

事業所・工場での再生可能エネルギー設備導入推進

日常生活における省エネ行動の実践

電力契約の低炭素化

省エネ家電・設備の導入推進

CO₂排出量の少ない移動（スマートムーブの推進）

ごみ分別・減量化の実践

身近な緑づくり

事業所等での緑化の推進

SDGsの取組の活性化

事業活動における廃棄物の削減

資源循環に資する製品・サービスの提供

事業所における省エネ設備の適正運用

高効率設備・機器の導入推進

環境マネジメントシステムの導入推進

CO₂排出量の少ない移動（スマートムーブの推進）

気候変動を理解し行動できる人材の育成

食品ロスの削減

方針1

方針2

方針3

方針4

再生可能エネ
ルギーの導入
推進

省エネルギーの
推進

脱炭素のまち
づくり

循環型社会の
形成

町

町

町

町

町民

町民

町民

町民

事業者

事業者

事業者

事業者
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再生可能エネルギーを活用することは、地域の脱炭素化に向けて大変重要です。本町で導入

拡大の可能性がある再生可能エネルギーは太陽光であることから、太陽光の利用を推進します。

また、地球温暖化対策としての効果に加えて、災害時の電力確保や電気料金の高騰といった生

活・経営上の観点からも、再生可能エネルギーの地産地消を推進します。（表 1） 

 

表 1 再生可能エネルギーの導入推進に関する取組 

主体 取組内容 

町 
●町民・事業者による再生可能エネルギー導入促進 

・よしとみ「エコまち」プロジェクト奨励金等を通じて、町民の太陽光発電システム
や蓄電池の導入を補助します。 

・太陽光利用設備の導入方法・導入効果についてホームページ等で周知・啓発します。 

●公共施設への再生可能エネルギー導入推進 

・高圧電力を使用する公共施設に第三者所有方式による太陽光発電設備及び蓄電池を
導入します。 

・公共施設の電力契約にあたっては、再生可能エネルギー100％由来の電力を選択しま
す。 

・ペロブスカイト太陽電池など、再生可能エネルギーに関する新技術動向を注視し、
公共施設への導入可能性を検討します。 

町民 
●家庭用再生可能エネルギー設備の導入推進 

・住宅の新築・改修や設備更新の際に、太陽光発電システムや蓄電池を導入します。 

事業者 ●事業所・工場での再生可能エネルギー設備導入推進 

・事業所に太陽光発電システム、蓄電池、コージェネレーション設備等を導入します。 

●電力契約の低炭素化 

・電気の契約にあたっては、再エネ由来の電気など、二酸化炭素排出係数が低いプラ
ンを選択します。 

 

 

 

  

方針１ 再生可能エネルギーの導入推進 
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地球温暖化の原因の一つは、日常生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出であり、その中

でもエネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出が大きな要因とされています。二酸化炭素の排出

量を削減するため、町・町民・事業者がそれぞれの立場で、省エネルギー行動の実践や省エネ

ルギー機器の導入を進めます。（表 2(1),(2)） 

表 2(1) 省エネルギーの推進に関する取組 

主体 取組内容 

町 
●町民・事業者による省エネルギーの促進 

・よしとみ「エコまち」プロジェクト奨励金を通じて、町民へ EVや LED 照明等の省エ
ネ機器導入を補助します。 

・家庭や事業所で取り組める省エネルギーの工夫や、節電のポイントなどについて、
広報紙や町のホームページ等を通じて分かりやすく発信します。 

●脱炭素教育の推進 

・地域の企業や団体、福岡県地球温暖化防止活動推進センターなどと連携し、小中学
校において脱炭素教育を実施します。 

・教職員を対象とした脱炭素教育の研修を実施します。 

・町民を対象にブルーカーボン生態系を活用した「アマモ保全・育成ワークショップ」
を実施します。 

●地産地消の推進 

・町内産の農産物・水産物を周辺自治体も含めて広く PR し、地産地消を推進します。 

●公共施設における省エネルギーの推進 

・吉富町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、公共施設における電気・
燃料の使用量削減や省エネ設備への更新を進めます。 

・公共施設の新築・建て替え時には ZEB 化を検討します。 

・公共施設の類型や利用状況を考慮して、施設の統合・廃止を適切に進めることで、
エネルギー利用の効率化を図ります。 

・公用車の購入時には、可能な限り電動車（EV、ハイブリッド車、プラグインハイブ
リッド車、燃料電池自動車など）を選択します。 

・公共施設に EV 充電設備を導入することを検討します。 

・町職員はエコドライブ（タイヤ空気圧の確認、ふんわりアクセルなど）を実施し、
安全で環境にやさしい運転に努めます。 

 

  

方針２ 省エネルギーの推進 
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表 2(2) 省エネルギーの推進に関する取組 

主体 取組内容 

町民 ●日常生活における省エネ行動の実践 

・省エネ・低炭素型の製品・サービス・ライフスタイルの選択など、「脱炭素につなが
る新しい豊かな暮らしを創る国民運動（デコ活）」を実践します。 

・電気のこまめな消灯、冷暖房の適正使用、不要機器のプラグ抜きなど、省エネ行動
を心がけます。 

・「九州エコファミリー応援アプリ」などを活用し、省エネ・節電活動に参加します。 

●省エネ家電・設備の導入推進 

・LED 照明や高効率給湯器など、省エネルギー性能が高い家電・設備を導入します。 

・住宅の新築・購入時は ZEH や省エネ住宅を検討します。 

・自動車の購入時には、電動車（EV、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、
燃料電池自動車など）を優先的に導入します。 

●CO₂排出量の少ない移動（スマートムーブの推進） 

・自動車に乗る時はエコドライブを実践します。 

・自動車の購入時には、電動車（EV、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、
燃料電池自動車など）を優先的に導入します。 

・できるだけ公共交通機関や自転車を利用し、自家用車の使用頻度を減らします。 

事業者 ●事業所における省エネ設備の適正運用 

・専門家による省エネ診断を受け、自社に適した省エネ活動や設備更新を実施します。 

・空調管理や待機電力削減、エネルギーマネジメントシステムの活用等を通じて電力
使用量を削減します。 

●高効率設備・機器の導入推進 

・空調や照明、その他設備を省エネルギー型に更新し、エネルギー消費量を削減しま
す。 

・事業所を新築する際には、ZEB 化を検討します。 

●環境マネジメントシステムの導入推進 

・「エコ事業所」「エコアクション 21」「ISO14001」などに取り組み、環境負荷の少ない
事業活動を進めます。 

●CO₂排出量の少ない移動（スマートムーブの推進） 

・自動車に乗る時はエコドライブを実践します。 

・自動車の購入時には、電動車（EV、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、
燃料電池自動車など）を優先的に導入します。 

●気候変動を理解し行動できる人材の育成 

・従業員に対し、気候変動による事業活動への影響や省エネに関する研修等を実施し
ます。 
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「水と緑で活力・健康・風景をはぐくむまち」を目指し、町の緑を保全・拡充することは、

魅力的な景観形成と快適な生活環境の提供につながります。 

また、自動車利用による二酸化炭素排出量が多い現状を踏まえ、公共交通の充実を図ること

で、安全で環境にやさしい地域社会を目指します。(表 3) 

表 3 脱炭素化のまちづくりに関する取組 

主体 取組内容 

町 ●地域公共交通の充実 

・乗合タクシーの運用や周辺自治体と連携したコミュニティバスの運行を通じて、公
共交通の利便性の向上を図ります。 

●緑地の保全 

・天仲寺山や鈴熊山などの緑地を適切に維持・管理します。 

●まちの緑化の推進 

・公園や駅前広場、町道に植樹を行い、緑豊かで潤いのあるまちをつくります。 

町民 ●身近な緑づくり 

・自宅で緑のカーテンや花壇を作り、緑豊かな環境づくりに取り組みます。 

・町民参加による緑化活動や「吉富クリーン作戦」などの環境美化活動を実施し、き
れいで住みよい地域づくりに努めます。 

事業者 
●事業所等での緑化の推進 

・建物や駐車場周辺での植樹、屋上・壁面緑化などにより、緑豊かな環境づくりに取
り組みます。 

・企業協賛などを通じて、地域の緑化活動を支援します。 

●SDGs の取組の活性化 

・福岡県 SDGs 登録制度に登録し、事業活動と SDGs を連携させることで、地域の持続
可能な発展と社会づくりに貢献します。 

・SDGs の活動として、町の環境教育や各種プログラムに積極的に参画し、地域と連携
して町民の環境意識向上を図ります。 
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持続可能な社会の実現には、資源を循環させる経済システムへの移行が不可欠です。町・町

民・事業者がそれぞれの立場で３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を実践し、廃棄物

の発生を抑制します。加えて、「Renewable（リニューアブル）」として、再生可能な資源を使

った製品や、自然に還る素材の活用なども取り入れていくことが求められています。 

(表 4(1)(2)) 

表 4(1) 循環型社会の形成に関する取組 

主体 取組内容 

町 ●町民・事業者によるごみ分別・減量化の促進 

・広報紙やホームページでの情報発信、資源とごみの分別ガイドブックごみ配布等に
より、ごみ分別の啓発に取り組みます。 

・生ごみ処理容器の購入補助金などにより、生ごみの減量化を促進します。 

・マイバッグ・マイボトルの利用を啓発・促進します。 

・町内で開催されるイベントにおいて、ごみ分別の徹底、リターナブル食器の利用な
どによる廃棄物の発生抑制を呼びかけます。 

・事業者に対し、事業系廃棄物の適正な分別と減量化の啓発に取り組みます。 

●食品ロス対策の推進 

・「3010 運動」（外食時に最初の 30分と最後の 10分は食事を食べることに集中し、食
べ残しを減らすこと）やフードバンク活動の紹介を通じて、食品ロス削減の意識向
上を図ります。 

●公共施設における３Ｒの率先的な実施 

・ペーパレス化の推進、使用済み封筒・ファイル等の再利用、古紙リサイクルなどの
3Ｒを徹底して実施します。 

・公共調達する物品について、グリーン購入を推進します。また、Renewable の観点か
ら再生可能な資源の活用を検討します。 

町民 ●ごみ分別・減量化の実践 

・ごみの分別ルールを守ります。また、資源物回収に協力します。 

・マイバッグ、マイボトルを活用してワンウェイプラスチックの排出を抑制します。 

・生ごみ処理機を活用して生ごみの排出を減らします。 

・詰め替え製品やリサイクル製品、リターナブル容器入り製品を選ぶように心がけま
す。 

・地域のイベントではごみ分別の徹底など、環境に配慮した運営を行います。 

●食品ロスの削減 

・食材を使い切る、食べ残しをしないなど、食品ロスの削減を心がけます。 

・「てまえどり」（購入してすぐに食べる場合に、商品棚の手前にある商品など、販売
期限が近づいた商品を選ぶ行動）を実践し、販売期限が近い商品を積極的に購入し
ます。 

・「3010 運動」やフードバンク活動に参加します。 

 

  

方針 4 循環型社会の形成 



43 
 

表 4(2) 循環型社会の形成に関する取組 

主体 取組内容 

事業者 ●事業活動における廃棄物の削減 

・事業活動に伴う廃棄物を削減するとともに、分別や適正処理を徹底します。 

・調達する物品・資材について、グリーン購入を推進します。 

●資源循環に資する製品・サービスの提供 

・製品設計の段階から、耐久性・省資源性・再生可能な資源の活用・リユースのしや
すさを考慮します。 

・リターナブル容器や再生資源製品を積極的に活用し、再生資源製品の販売促進に努
めます。 

・簡易梱包、簡易包装、詰め替え容器等の利用・普及に努めます。 

・使用済みとなった自社製品の回収・リサイクルに努めます。 
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